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宅
政
策
審
議
会
」
を
新
た
に
設
置
す
る
条
例
制
定
で
、
全
員
賛
成
に

よ
り
原
案
可
決
さ
れ
ま
し
た
。
経
済
建
設
常
任
委
員
会
で
の
審
査
概

要
は
次
の
と
お
り
で
す
。

問　
住
宅
政
策
審
議
会
の
委
員
構
成
に
つ
い
て
伺
い
ま
す
。

答　
委
員
構
成
は
学
識
経
験
者
、
弁
護
士
、
司
法
書
士
、
市
民
な
ど

と
な
り
ま
す
。
市
民
委
員
に
つ
い
て
は
、
廃
止
す
る
市
営
住
宅
運
営

審
議
会
委
員
と
し
て
の
任
期
が
残
っ
て
い
る
の
で
、
そ
の
方
に
委
嘱

さ
せ
て
い
た
だ
き
た
い
と
考
え
て
お
り
ま
す
。

問　
住
宅
政
策
審
議
会
が
審
議
す
る
内
容
に
つ
い
て
伺
い
ま
す
。

答　
幅
広
い
住
宅
政
策
の
課
題
に
つ
い
て
審
議
し
ま
す
。
現
状
の
施

策
や
若
者
の
定
住
促
進
、
新
た
な
人
口
の
獲
得
な
ど
今
後
、
本
市
に

必
要
な
住
宅
政
策
を
審
議
い
た
だ
き
た
い
と
考
え
ま
す
。

意
　
見
　
審
議
の
中
で
海
老
名
駅
周
辺
な
ど
の
人
口
が
伸
び
て

い
る
地
域
と
、
人
口
減
少
す
る
地
域
を
分
け
た
上
で
、
福
祉
的
な
住

宅
政
策
も
議
論
し
て
い
た
だ
き
た
い
。

一
般
会
計
補
正
予
算（
第
１
号
）

　
今
回
の
補
正
予
算
は
、
▽
待
機
児
童
解
消
の
加
速
化
を
図
り
保
育

ニ
ー
ズ
に
応
え
る
た
め
、
認
定
こ
ど
も
園
の
認
可
に
向
け
て
、
使
っ

て
い
な
い
保
育
室
を
厨
房
に
改
築
し
て
保
育
機
能
を
持
た
せ
る
予
定

の
幼
稚
園
に
、
改
築
費
を
補
助
す
る
経
費
▽
コ
ミ
ュ
ニ
テ
ィ
助
成
金

の
交
付
を
受
け
、
自
治
会
の
備
品
購
入
費
な
ど
を
補
助
す
る
経
費
▽

住
宅
政
策
審
議
会
の
設
置
に
伴
う
委
員
報
酬
の
増
額
分
―
な
ど
が
計

上
さ
れ
て
お
り
、
賛
成
多
数
に
よ
り
原
案
可
決
さ
れ
ま
し
た
。
主
な

質
疑
は
次
の
と
お
り
で
す
。

問　
認
定
こ
ど
も
園
に
移
行
す
る
メ
リ
ッ
ト
に
つ
い
て
伺
い
ま
す
。

答　
保
育
所
部
分
の
３
歳
以
上
の
定
員

が
70
名
増
加
し
ま
す
。
ま
た
、
幼
稚
園

部
分
の
園
児
に
給
食
提
供
が
可
能
に
な

り
、
保
育
所
部
分
の
児
童
は
教
育
を
受

け
ら
れ
る
よ
う
に
な
り
ま
す
。

　
こ
の
認
定
こ
ど
も
園
に
、
系
列
保
育

園
に
通
う
３
歳
以
上
の
児
童
が
移
行
す

れ
ば
、
系
列
保
育
園
で
、
空
き
が
出
た

部
分
に
見
合
っ
た
低
年
齢
児
の
受
け
入
れ
体
制
が
向
上
す
る
こ
と
も

期
待
で
き
ま
す
。

問　
生
活
保
護
基
準
の
改
定
な
ど
制
度
改
正
に
伴
う
生
活
保
護
シ
ス

テ
ム
の
改
修
内
容
に
つ
い
て
伺
い
ま
す
。

答　
生
活
保
護
受
給
者
は
医
療
費
の
自
己
負
担
が
な
い
た
め
に
、
同

じ
薬
を
複
数
の
診
療
科
で
処
方
さ
れ
る
こ
と
が
多
く
み
ら
れ
ま
す
。

こ
の
よ
う
な
こ
と
を
防
ぐ
た
め
に
、
受
診
動
向
を
把
握
で
き
る
よ
う

な
シ
ス
テ
ム
に
改
修
す
る
も
の
で
す
。

問　
今
泉
中
学
校
区
が
指
定
を
受
け
、
教
育
調
査
研
究
事
業
と
し
て

進
め
ら
れ
る
、
英
語
教
育
の
具
体
的
な
研
究
内
容
を
伺
い
ま
す
。

答　
県
か
ら
児
童
生
徒
の
学
力
向
上
の
た
め
、
か
な
が
わ
学
び
づ
く

り
推
進
地
域
研
究
委
託
を
受
け
た
も
の
で
、
今
泉
中
学
校
区
の
小
学

校
に
お
い
て
、
平
成
31
年
度
の
新
学
習
指
導
要
領
の
一
部
先
行
実
施

に
向
け
て
、
学
級
担
任
が
主
導
す
る
授
業
実
践
を
主
に
研
究
し
、
効

果
的
な
外
国
人
講
師
の
活
用
に
つ
い
て
も
研
究
し
ま
す
。
中
学
校
で

は
、
小
学
校
外
国
語
活
動
と
の
接
続
を
意
識
し
た
授
業
展
開
の
研
究

を
行
い
ま
す
。

厚
木
基
地
の
空
母
艦
載
機
移
駐
完
了

　
厚
木
飛
行
場
の
空
母
艦
載
機
は
、
米
軍
の
再
編
に
伴
い
平
成
18
年

に
移
駐
の
計
画
が
示
さ
れ
ま
し
た
が
、
平
成
30
年
３
月
30
日
に
山
口

県
の
岩
国
飛
行
場
へ
の
移
駐
が
完
了
し
ま
し
た
。
基
地
対
策
特
別
委

員
会
で
は
、
５
月
24
日
に
委
員
会
を
開
き
、
所
管
部
署
か
ら
の
報
告

を
受
け
ま
し
た
。
質
疑
の
概
要
は
次
の
と
お
り
で
す
。

問　
移
駐
完
了
後
も
早
朝
に
騒
音
が
発
生
し
て
い
た
よ
う
で
す
が
、

寄
せ
ら
れ
た
苦
情
件
数
に
つ
い
て
伺
い
ま
す
。

答　
移
駐
完
了
後
の
件
数
は
、
前
年
同
月
と
比
較
す
る
と
減
少
し
て

い
ま
す
。

問　
厚
木
飛
行
場
は
引
き
続
き
Ｆ
Ｃ
Ｌ
Ｐ
（
陸
上
空
母
離
着
陸
訓

練
）
の
予
備
飛
行
場
の
１
つ
と
し
て
指
定
さ
れ
る
と
の
こ
と
で
す
が
、

期
限
は
あ
り
ま
す
か
。

答　
現
在
、
Ｆ
Ｃ
Ｌ
Ｐ
は
硫
黄
島
で
実
施
さ
れ
て
い
ま
す
が
、
天
候

に
よ
り
訓
練
が
で
き
な
い
場
合
は
、
厚
木
飛
行
場
や
青
森
県
の
三
沢

飛
行
場
な
ど
が
代
替
施
設
と
し
て
指
定
さ
れ
ま
す
。
市
で
は
引
き
続

き
、
基
地
周
辺
住
民
の
負
担
軽
減
の
た
め
、
各
種
協
議
会
を
通
じ
国

や
米
軍
に
対
し
、
要
請
を
行
っ
て
い
き
ま
す
。
指
定
の
期
限
に
関
し

て
は
、
国
の
防
衛
上
の
話
な
の
で
、
市
で
は
ま
だ
把
握
し
て
い
ま
せ

ん
。

問　
厚
木
飛
行
場
で
訓
練
が
行
わ
れ
る
場
合
、
事
前
に
連
絡
が
あ
り

ま
す
か
。

答　
南
関
東
防
衛
局
な
ど
を
通
じ
、
市
に
事
前
に
連
絡
が
入
る
よ
う

に
な
っ
て
い
ま
す
。

２
件
の
意
見
書
を
可
決

　
定
例
会
最
終
日
の
本
会
議
に
２
件
の
意
見
書
案
が
議
員
提
案
さ
れ
、

い
ず
れ
も
原
案
可
決
さ
れ
ま
し
た
。

　
「
地
方
財
政
の
充
実
・
強
化
を
求
め
る
意
見
書
」
は
、
社
会
保
障

費
の
圧
縮
や
地
方
財
政
を
タ
ー
ゲ
ッ
ト
と
し
た
歳
出
削
減
に
向
け
た

議
論
が
加
速
し
て
い
る
中
で
、
政
府
に
対
し
て
、
来
年
度
予
算
の
検

討
に
あ
た
り
①
増
大
す
る
地
方
自
治
体
の
財
政
需
要
の
的
確
な
把
握

と
、
こ
れ
に
見
合
う
地
方
一
般
財
源
総
額
の
確
保
②
急
増
す
る
社
会

保
障
ニ
ー
ズ
に
対
応
し
人
材
を
確
保
す
る
た
め
の
社
会
保
障
予
算
の

確
保
と
、
地
方
財
政
措
置
の
的
確
な
実
施
③
緊
急
防
災
・
減
災
事
業

の
拡
充
と
十
分
な
事
業
期
間
の
確
保
④
地
域
間
の
財
源
偏
在
性
の
抜

本
的
な
解
決
策
を
協
議
す
る
こ
と
⑤
各
種
税
制
の
廃
止
や
減
税
の
検

討
の
際
に
は
、
自
治
体
の
財
政
運
営
に
支
障
が
生
じ
な
い
よ
う
対
応

す
る
こ
と
―
な
ど
を
求
め
る
も
の
で
す
。

　
「
神
奈
川
県
最
低
賃
金
改
定
、
ま
た
そ
れ
に
伴
う
中
小
企
業
・
小

規
模
事
業
者
へ
の
支
援
を
行
う
こ
と
に
関
す
る
意
見
書
」
は
、
経
済

の
好
循
環
を
確
か
な
も
の
に
す
る
た
め
、
個
人
消
費
の
拡
大
に
向
け

た
賃
金
の
引
き
上
げ
と
、
中
小
企
業
・
小
規
模
事
業
者
の
更
な
る
取

引
条
件
の
改
善
や
労
働
生
産
性
の
向
上
を
実
現
す
る
必
要
が
あ
る
と

し
て
、
国
に
対
し
①
早
期
に
神
奈
川
県
最
低
賃
金
の
諮
問
・
改
定
を

行
う
こ
と
②
中
小
企
業
・
小
規
模
事
業
者
へ
の
支
援
と
し
て
、
最
低

賃
金
引
上
げ
に
伴
う
財
政
支
援
の
強
化
や
、
公
正
な
取
引
関
係
の
確

立
に
向
け
て
為
替
変
動
、
資
材
高
騰
な
ど
に
伴
う
コ
ス
ト
増
の
価
格

転
嫁
を
阻
害
す
る
行
為
に
対
す
る
指
導
・
監
視
体
制
の
強
化
を
図
る

こ
と
―
な
ど
を
求
め
て
い
ま
す
。


